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１ 改正理由 

近年のサウナブームを背景に、簡易サウナ設備が全国で増加していることから、「対象火気設備等の位置、構造及び

管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和７年１

１月１２日総務省令第１０１号）」が公布されたことに伴い、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理に関する基準等を

定める必要がある。 

また、住宅における火災の予防を推進するため、出火防止に資する住宅用防災機器の普及促進等に努める施策を定め

たい。 

２ 簡易サウナ設備の定義等 

(1) 定義 

屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備であって、

定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。 

(2) 主な特性 

ア 放熱設備の熱量が小さく、単体で屋外など外気に開放されている場所に設置する。 

イ テントやバレルの外側表面が外気にさらされており、構造上も外部に熱が逃げやすいことから、加熱されても可

燃物の内部に熱が蓄積されづらい。 

ウ 通常１５分～２０分ごとに人が出入りすることで換気されるため、定期的にサウナ室全体の温度が下がる。 

サウナ室 放熱設備 

テント型 バレル型 薪 電気 

 

 

 

 

 

 

   

（引用）総務省消防庁 「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会（以下「検討会」という。）」報告書 
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３ 改正内容  

(1) 簡易サウナ設備に関する事項【第７条の２、第７条の３及び第５２条関係】 

ア 簡易サウナ設備の位置、構造及び管理に関する基準 

（ア） 放熱設備と周囲の可燃物との火災予防上安全な距離 

火災予防上安全な距離として、放熱設備から放出された熱によりその周囲の可燃物が引火しない距離を確保す

ることを規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（イ） 安全を確保する装置等 

ａ 電気を熱源とする簡易サウナ設備については、簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにそ

の熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けることを規定する。 

ｂ 薪を熱源とする簡易サウナ設備については、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位

置に消火器を設置することを規定する。 

イ 一般サウナ設備の定義 

    簡易サウナ設備を追加することに伴い、現行のサウナ設備を一般サウナ設備として定義する。 

  ウ 火を使用する設備等の設置の届出 

    簡易サウナ設備について、個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に届出を要することを規定する。 

簡易サウナ設備の種類 
火災予防上安全な距離（ｃｍ） 

上方(ａ) 側方(ｂ) 前方(ｃ) 後方(ｄ) 

テント型サウナ室 
放熱設備（薪） 100 25 50 15 

放熱設備（電気） 70 10 10 10 

バレル型サウナ室 
放熱設備（薪） 105 20 105 30 

放熱設備（電気） 65 15 15 15 

（引用）総務省消防庁 検討会報告書 

【火災予防上安全な距離の例】 
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(2) 住宅における火災の予防の推進に関する事項【第２９条の７関係】 

大規模火災の発生や高齢化の進展の中で、住宅における火災の予防の推進が重要な課題であること等を踏まえ、本

市が住宅における火災の予防を推進するための施策の実施に努めることを規定する。 

ア 主な住宅用防災機器等 

 

 

 

イ 住宅用防災機器等の普及促進と火災予防活動の推進に係る主な取組み 

 

 

 

 

 

 

４ 施行期日 

令和８年３月３１日 

【住宅用防災警報器】 
【感震ブレーカー】 【住宅用消火器】 

【エアゾール式 

簡易消火具】 
【防炎品】 

【地域の防火防災訓練】 【市民防火のつどい】 【長崎市公式 LINE】 

毎月 10 日は防火の日 

【防火講話】 

【一人暮らし高齢者世帯に

対する住宅防火訪問】 

【住宅防火防災推進シンポジウム】 
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５ 新旧対照表 

  長崎市火災予防条例（昭和３７年長崎市条例第６号） 

改正後 改正前 

○長崎市火災予防条例 

昭和３７年３月３１日 

条例第６号 

目次 

第１章～第９章 ［略］ 

 

（簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備の位置及び構造は、次に掲げ

る基準によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を

除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全

な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離

隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を

保つこと。 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ち

にその熱源を遮断することができる手動及び自動の装

置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ

設備にあっては、その周囲において火災が発生した際

に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合

は、この限りではない。 

 

 

○長崎市火災予防条例 

昭和３７年３月３１日 

条例第６号 

目次 

第１章～第９章 ［略］ 

 

［新設］ 
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改正後 改正前 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、

構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１

号、第１０号から第１４号まで、第１７号から第１８号

の３まで、第２項第６号及び第３項並びに第４項を除

く。）及び第５条第１項の規定を準用する。 

（一般サウナ設備） 

第７条の３ 一般サウナ設備の位置及び構造は、次に掲げ

る基準によらなければならない。 

  

(1) ［略］ 

 (2) 一般サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ち

にその熱源を遮断することができる手動及び自動の装

置を設けること。 

２ 前項に規定するもののほか、一般サウナ設備の位置、

構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１号

及び第１０号から第１２号までを除く。）の規定を準用す

る。 

（住宅における火災の予防の推進） 

第２９条の７ 本市は、住宅における火災の予防を推進す

るため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。 

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消

火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機

器、感震ブレーカーその他の物品、機械器具及び設備

の普及の促進 

 

 

 

 

 

（サウナ設備） 

第７条の２ サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設

備」という。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によら

なければならない。 

 (1) ［略］ 

 (2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにそ

の熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を

設けること。 

２ 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造

及び管理の基準については、第３条（第１項第１号及び

第１０号から第１２号までを除く。）の規定を準用する。 

 

（住宅における火災の予防の推進） 

第２９条の７ ［新設］ 
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改正後 改正前 

(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の

予防に資する活動の促進 

２ 住宅の関係者は、住宅における火災の予防を推進する

ため、第２９条の３第１項各号に掲げる部分のほか、台

所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住

宅の部分における住宅用防災警報器その他の火災の発生

を未然に又は早期に感知し、及び報知する機器の設置に

努めるものとする。 

（火を使用する設備等の設置の届出等） 

第５２条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の

発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置

しようとする者は、あらかじめその旨を消防署長に届け

出なければならない。 

(1)～(6) ［略］ 

(6)の 2 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

(7) 一般サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。） 

(7)の 2～(15) ［略］ 

 

 

１ 住宅の関係者は、住宅における火災の予防を推進する

ため、第２９条の３第１項各号に掲げる部分のほか、台

所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住

宅の部分における住宅用防災警報器その他の火災の発生

を未然に又は早期に感知し、及び報知する機器の設置に

努めるものとする。 

（火を使用する設備等の設置の届出等） 

第５２条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の

発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置

しようとする者は、あらかじめその旨を消防署長に届け

出なければならない。 

 (1)～(6) ［略］ 

 ［新設］ 

 (7) サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

 (7)の 2～(15) ［略］ 

附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 
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